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豊前市立新設中学校整備事業設計業務 公募型プロポーザル 質問回答書 

 

令和５年６月９日回答 

 項 目 質 問 回 答 

１ ホームページ、様式 1 

業務名 

ホームページ、様式 1 の業務名は「豊前市立新設中

学校整備事業設計業務」、その他は「豊前市立新設

中学校整備事業設計業務委託」です。後者が正と考

えてよろしいでしょうか。ご指示ください。 

「豊前市立新設中学校整備事業設計業務委託」を正とします。 

2 実施要領 

4 参加資格【単体事

業者又は構成員の共

通要件】(1) 

2 者 JV の場合、2 者共当該名簿に登録されていな

ければならないのでしょうか。ご指示ください。 

お見込みのとおりです。 

3 実施要領 

4 参加資格【単体事

業者又は代表事業者

の共通要件】(3) 

管理技術者と意匠主任担当技術者が所属している

こととありますが、意匠主任担当技術者の方は構成

員(代表事業者以外)から選出することは可能でしょ

うか。ご指示ください。 

管理技術者、意匠主任担当技術者共に代表事業者に所属して

いる必要があります。 

4 提出書類等作成要領 

2(2)提出部数、様式

1、3、4 

各様式に「印」とありますが提出部数 17 部のうち正

本 1 部のみ朱印で副本 16 部はコピー(白黒又はｶﾗ

ｰ)でよろしいでしょうか。ご指示ください。 

お見込みのとおりです。 

5 提出書類等作成要領 

2(3)カ（様式 6）、様

式 6-1、6-2、6-3、

6-4、6-5 

提出書類等作成要領 2-(3)-カ（様式 6）には直接

的かつ恒常的な雇用関係が 3 ケ月以上あることを

証明する資料の添付となっていますが様式 6-1、6-

2 には添付とあり様式 6-3、6-4、6-5 にはありませ

ん。様式 6-3、6-4、6-5 には不要と考えてよろしい

でしょうか。ご指示ください。 

お見込みのとおりです。 
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令和５年６月 12 日回答 
6 提出書類等作成要領

2p 

「ＪＶの場合は、各構成員の実績をＪＶの実績とみな

すこととする。」と記載がありますが、各社で様式５

（業務実績書）を作成する必要があるということでし

ょうか。あるいは、業務実績として、ＪＶ構成員の実績

も認められるという認識で宜しいでしょうか。 

業務実績として JV 構成員の実績を記載することができます。各

構成員が様式 5 を作成する必要はありません。 

7 実施要領 7p 

14 その他留意事項 

本業務受託者の配置予定技術者が、本市の他の学

校再編成に係る業務にて業務期間が完了している

場合は、重複しないと考えて宜しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

8 提出書類等作成要領

2p カ 

雇用を証明する書類の提出は、協力事務所の担当

者についても必要でしょうか。 

雇用を証明する書類の提出は、管理技術者と意匠主任担当技

術者のみ求めます。その他の主任担当技術者については提出

不要です。 

9 提出書類等作成要領

2p カ 

発注者から技術者届や体制表の提出を求められな

かった業務を実績として用いる場合、従事証明は自

社発行による証明書でも問題ないでしょうか。 

任意の従事証明書で構いません。 

業務名、携わった立場、氏名を記載し、代表者の記名押印のう

え、提出してください。 

 


